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 令和８年度税制改正大綱では物価高への対応や就

業調整の対応など多くの見直しが予定されています。

今回の改正は、中小企業経営者にとって、とても重

要な改正になっています。そのなかから中小企業お

よび個人に関する少額減価償却資産特例の改正につ

いて確認しておきましょう。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
「３０万円未満の資産は全額経費にできる！」の

特例は、なじみのある節税対策だと思います。 

昨今の物価上昇を踏まえ、対象となる減価償却資

産の取得価額の基準が４０万円未満に引き上げられ

ます。 

                                 

 

取得価額 会計処理方法 償却方法 償却資産税の申告

１０万円未満 少額減価償却資産（原則） 取得時に全額償却 不要

１０万円以上２０万円未満 一括償却資産 ３年均等償却（1/3ずつ） 不要

１０万円以上４０万円未満（改正後） 少額減価償却資産（特例） 取得時に全額償却 必要

４０万円以上 通常の減価償却 耐用年数に応じて償却 必要
 

 
                         「常時使用する従業員」にはパートやアルバイトも 

                      含まれます。 

 

 
                          本特例は時限措置であり、延長が繰り返されて 

                          きました。引き続き時限措置としての延長です。 

 

通常の減価償却と一括償却との違い 

従業員数の要件が厳格化 

適用期限が３年延長 

制度ごとに償却資産税の取り扱いが異なります。 
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　平均寿命・健康寿命が延びる中、働き続ける

ことを希望する高齢者が増えていますね。また、

人材確保・技能継承等の観点から、高齢者の活

躍を求める世の中のニーズも高まっています。

　年金を受給しながら働くと気になるのが「在

職老齢年金制度」。２０２６年４月から支給停

止基準額が変更になります。仕組みを再度確認

していきましょう。

　収入があることによって調整されるのは老齢

厚生年金のみです。

　また、調整の対象となる収入は、厚生年金保

険の適用事業所から受ける給与・賞与のみです。

勤務先が厚生年金の適用事業所でない場合や雇

用形態などの事情で厚生年金に加入していない

場合も、調整の対象となりません。調整の対象

とならない収入例は下記の通りです。

・遺族厚生年金　・障害厚生年金

・個人事業主として得ている収入

・株の売買　　　　　　　　　　　　　　など

※老齢基礎年金は減額されません。

※支給停止される額の計算は、月額単位です。

※賃金と老齢厚生年金を合わせた金額が支給停

　止基準額（2026 年 3 月までは 51 万円）を超

　えた部分の 1/2 が支給停止されます。

資産運用・活用資産運用・活用 ～ 在 職 老 齢 年 金 ～～ 在 職 老 齢 年 金 ～

厚生年金

(老齢厚生年金 )

国民年金 (老齢基礎年金 )

日本在住の 20 ～ 60 歳未満の全員加入

自営業者
専業主婦など

会社員
公務員

この部分が
調整対象！

✣ 調整対象の年金や収入
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新基準額６５万円

10

老齢厚生年金が全額受給できるようになります

✣ 在職老齢年金制度の見直しについて

※基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定さ

　れます。

　６５万円を超えても、実際に支給される年金

額と賃金の合計額はなだらかに増加する仕組み

です。

　高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより

働きやすい仕組みとする観点から、２０２６年

４月から在職老齢年金制度の支給停止基準額が

５１万円から６５万円に増加します！

　【例】賃金月４６万円、老齢厚生年金の受給

　　　 額が月１０万円の場合のイメージ

２０２６年３月まで

２０２６年４月から

　高齢者の活躍を求める声は多い

です！年金も受給しながら働き続

けていきましょう♪




